
 

 

 

 

埋蔵文化財を保護するためには？ 

 那珂市内で土木工事等を行う場合、その場所が周知の埋蔵文財包蔵地に該当するかどうかを事

前に確認する必要があります。 

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等（宅地造成・住宅建築・道路建設・太陽光発電設置等の土の

掘削を伴う全ての事業）を実施する際には、茨城県教育庁文化課へ文化財保護法第９３条または第

９４条の届出・通知が義務付けられています。なお、届出の前に市による調査が必要です。早めにご

相談、ご申請をお願いいたします。 

 

 

 

埋蔵文化財とは？ 

埋蔵文化財とは、地下に埋蔵されている文化財のことです。 

 埋蔵文化財には、土地と切り離すことのできない住居跡や古墳、貝塚等の「遺構」と、出土した土器

や石器等の「遺物」があり、これらが分布している地域を「遺跡」といいます。 

 埋蔵文化財は、文字や絵図等による記録が残されていない時代の歴史を知るための唯一の資料

です。また、記録が残されている時代であっても、記録を検証し、多くの新たな事実を明らかにしてく

れるものです。そして、なによりも埋蔵文化財は一度壊してしまうと二度と元に戻す事ができません。 

 したがって、わたしたちは埋蔵文化財を、大地に刻まれた人間の営みの証として永く後世に残して

いかなければなりません。 

埋蔵文化財包蔵地
ほ う ぞ う ち

とは？ 

 「埋蔵文化財包蔵地」とは埋蔵文化財が所在する場所で、通常「○○遺跡」と表されています。 

 埋蔵文化財は、地下に埋もれているため範囲や内容等が不明確で、これを明らかにするためには

実際に地下を掘る「試掘確認調査」や「発掘調査」を実施することが必要です。 

 この結果、包蔵地は日々変化することになり、那珂市歴史民俗資料館でもその所在が一覧できる

遺跡地図の作成・更新に取り組んでいます。こうして明らかとなった包蔵地のことを「周知の埋蔵文

化財包蔵地」といいます。 



那珂市内で掘削を伴う工事を計画したら… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 周知の埋蔵文化財包蔵地の確認 

（１）事前確認 

 那珂市内において土木工事等を計画される場合、那珂市歴史民俗資料館（以下歴史民俗資料館）に周

知の埋蔵文化財包蔵地の確認をお願いします。 

※確認の際には、地図等持参のうえ来館するか、対象地が分かる図面をＦＡＸ、メール等で送信していた

だいております。その際お客様の確認方法と同じ方法で回答いたします。 

※歴史民俗資料館の連絡先は最終ページの下部に記載しておりますので、ご参照ください。 

 

（２）「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて（照会兼回答書）」の提出 

（１）の事前確認で包蔵地内だった場合、「照会兼回答書」に必要事項を記入し、必要書類を添付して、

歴史民俗資料館にご提出をお願いいたします。来館・郵送・FAX・メールのいずれかの方法でご提出が

可能です。なお、「照会兼回答書」の書式は那珂市 HPの「各種様式ダウンロード」から取得できます。 

「照会兼回答書」を受け取り次第、歴史民俗資料館が包蔵地の現地踏査を行い、「回答書」を作成しま

す。回答までに 1週間程度要しますので、ご了承ください。 

※掘削を伴う土木工事等（宅地造成、店舗新設、太陽光発電設置など）を行う際には、必ず「照会兼回答

書」のご提出をお願いいたします。 

※都市計画課が管轄する開発行為の際の「回答書」の要・不要に関しては、都市計画課へお問い合わせ

をお願いします。  

  ページトップへ 

 

２． 試掘・確認調査の届け出 

上記照会で「試掘・確認調査が必要」と回答があった場合、その際の手続等は以下のとおりです。 

（１）埋蔵文化財発掘届出書の提出 

届出は茨城県の所定の書式（様式第２号＋別紙）に必要事項を記入し、必要な書類（工事予定位置図

等）を添付して、歴史民俗資料館にご提出をお願いいたします。 

１．周知の埋蔵文化財包蔵地の確認 

２．試掘・確認調査の届け出 

３．試掘・確認調査の実施 

４．発掘調査（本調査）の実施 

５．周知の埋蔵文化財包蔵地以外で土木工事を計画する場合 

６．発掘調査以外で埋蔵文化財を発見した場合 

７．埋蔵文化財取扱いの手順〈フロー〉 

８．歴史民俗資料館連絡先 



（２）試掘関連書類の提出 

土地の取り扱いを判断するために歴史民俗資料館で試掘・確認調査を行う必要がありますので、「試

掘・確認調査依頼書」、「工事（建築）の概要」、「試掘調査承諾書」もあわせてご提出をお願いいたします。 

以上の書類を事業者は工事着手予定日の９０日前までに歴史民俗資料館まで提出してください。受理

後、試掘確認調査を行い、意見書の作成などの事務手続きを行います。詳細は【３．試掘確認調査の実施】

をご参照ください。 

                                                        ページトップへ 

 

３． 試掘確認調査の実施 

（１）歴史民俗資料館による試掘・確認調査 

申請受理後、歴史民俗資料館でその土地の埋蔵文化財の状態、さらにその後の取り扱いについて判

断するために、試掘確認調査を行います。試掘確認調査における費用は原則として那珂市が負担してお

ります。また、期間は 2週間程度要します。 

この調査結果に基づき歴史民俗資料館が意見書を作成し、県文化課に提出します。 

 

（２）県文化課の指示 

県文化課の指示が歴史民俗資料館を経由して、申請者に通知（伝達）されます。指示への対応につい

ては、歴史民俗資料館にご相談ください。 
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４． 発掘調査（本調査）の実施 

（１）調査に入る前の準備 

県文化課から発掘調査の指示が出された場合には、申請者と歴史民俗資料館等の間で調査方法・日

程・調査費用等について具体的な協議が必要となります。その際、発掘調査依頼書等の必要書類の準備

をお願いいたします。なお、歴史民俗資料館を通して発掘調査予定日の３０日前に県文化課へ提出する

必要がありますので、お早めに提出していただきますようお願いいたします。 

また、発掘調査を行う際は申請者が民間の発掘調査会社に依頼をしていただくようお願いします。 

 

（２）調査費用について 

埋蔵文化財の発掘調査が必要となった場合、開発を行う事業者に対し協力を求め、発掘調査費用を負

担していただいております。詳細は、歴史民俗資料館にご相談ください。 

 

（３）調査が終了したら 

調査の終了後、歴史民俗資料館による終了確認をします。確認後、問題等がなければ工事着工が可能

です。 

 



（４）出土品のゆくえ 

出土品は遺失物法の適用を受け、警察署に発見届を提出した後、県文化課の監査により文化財に認

定され、国に帰属することになります。 

発掘調査により発見された出土品は、報告書により公表するとともに、歴史民俗資料館が保管し、展

示・公開・研究資料として活用します。     
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５．埋蔵文化財包蔵地以外で土木工事を計画する場合 

歴史民俗資料館では、埋蔵文化財包蔵地以外の土地の土木工事においても、「照会兼回答書」の提出

の協力をお願いすることもあります。 

また、工事中の予期せぬ遺跡発見を避けるため、包蔵地以外であっても、現地踏査、試掘調査、土層

確認のための立会いに協力をお願いする場合があります。 
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６．発掘調査以外で埋蔵文化財を発見した場合 

埋蔵文化財は地中に存在するという性格上、土木工事中に発見されることが多々あります。万が一遺

物・遺構等の埋蔵文化財を発見した場合には、現状を変更せずに速やかに歴史民俗資料館にご連絡くだ

さい。歴史民俗資料館を通して、県文化課に遺跡発見の届出をする必要があります。 
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掘削を伴う工事等が決まったら、埋蔵文化財包蔵地確認（歴史民俗資料館への照会）をお願いい

たします。不動産売買等に係る事前確認についてもお受けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．埋蔵文化財取り扱い手順フロー 

【お客様】 

「埋蔵文化財所在の有無及びその取扱いについて（照会兼回答書）」のご提出 

【歴史民俗資料館】 

回答書の発行（受理から 1週間程度かかります。） 

埋蔵文化財包蔵地内 

（計画地は遺跡の範囲です） 

※回答は以下のいずれかとなります。 

埋蔵文化財包蔵地外 

（計画地は遺跡の範囲ではありません） 

【お客様】 

工事着工が可能です。 

※工事中に、遺跡が発見された場合は速

やかに歴史民俗資料館へご連絡くださ

い。 

試
掘
確
認
調
査
が

必
要 

現
地
立
会 

試
掘
確
認
調
査 

必
要
な
し 

【お客様】 

工事着工の際、担当職員が現場に立会い

ますので、日程が決まりましたらご連絡を

お願いいたします。 

【お客様】 

試掘調査依頼書等の提出（93 条、94 条）

をお願いします。 

※工事着工予定 90 日前までに、歴史民俗

資料館にご提出ください。余裕を持ったご

計画をお願いいたします。 

【歴史民俗資料館】試掘調査の実施 

  （2週間程度かかります） 

【歴史民俗資料館】【茨城県】 

試掘結果の意見書を県に提出

し、県から意見書・工法を考慮し

た指導が行われます。 

現地立会 

慎重工事 

本調査実施 

【お客様】 

発掘調査会社へのご依頼後、発

掘調査依頼書等の提出（９２条、９

９条）をお願いいたします。 

※工事着工予定 30 日前までに、

歴史民俗資料館を通じ、県文化

課に提出となります。 

【発掘業者】 

発掘調査の実施 

【お客様】 

調査後の完了

確認（歴史民俗

資料館による）

が完了すれば

工事着工が可

能です。 

注３ 

注２ 

注１ 



提出書類の種類 

 

注１ 

提出書類・・・①埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて（照会兼回答書） 

 ②住宅位置図 ③公図 ④道路位置図（新規造成の場合） 

※回答書が必要な場合、開発計画が進んでいる場合には、必要書類を歴史民俗資料館まで来館・郵送・

FAX・メールのいずれかの方法でご提出をお願いします。 

 

注２ 

提出書類・・・①埋蔵文化財発掘届出（様式第 2号＋別記）  

     ②工事予定位置図・付近図・工事計画書・計画図・平面図・断面図 

     ③試掘・確認調査依頼書  ④工事（建築）の概要  ⑤試掘調査承諾書 

※①別記－4「遺跡の種類」に関しては歴史民俗資料館で記載いたします。 

 ①様式第 2号の名前と別記－６の工事主体者は同名で記載してください。 

     〈例〉建設されるのは△△スーパー、施工主は○○会社の場合  ⇒工事主体者は○○会社 

※工事着手予定日の９０日前には歴史民俗資料館に提出をお願いいたします。 

 

注３ 

提出書類・・・①発掘予定位置図・付近図  ②土地所有者承諾書 

     ③発掘担当者承諾書・経歴書  ④専任届   

     ⑤発掘調査計画書  ⑥予算書  ⑦仕様書  ⑧協定書 

※発掘調査予定日の３０日前には歴史民俗資料館経由で県文化課へ提出しなければいけませんので、

書類の提出はお早めにお願いします。なお、各書類はお客様がご依頼された発掘調査会社に作成してい

ただいております。 
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